
  

  

※ 

※場合によっては、延滞利子が発生することがあります。 



■貸付対象者  

 以下の要件をいずれも満たす方 

 ・保育士登録後１年以上経過した方 

 ・以下の施設又は事業を離職後１年以上経過した方又は以下の施設又は事業へ勤務経験のない方 

   保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、幼稚園 

 ・保育所等に新たに勤務する方 ※週 30時間以上の勤務が必要 

■貸付額 20万円以内 ※ただし、1人１回限り 

■就職準備金の使途の例 

・保育所等への就職によって転居が伴う場合における転居費用 

・転居先の賃貸物件の借り上げに伴う礼金や仲介手数料 

 ・保育所等で使用する被服費 

 ・保育所等の勤務に復帰するに当たり研修等を受けた際の研修費用 

 ・保育所等への通勤に要する移動用自転車等の購入費 

■利子 無利子 ※ただし、返還期限日までに返還しなかった場合、返還すべき額につき年 5％の延滞利子を徴収します。 

■連帯保証人 1名 ※ただし、申請者と独立した生計を営む保証能力の確実な成年者であること。 

■返還の債務の免除について 

岡山県内の保育所等において保育業務に 2年間引き続き従事した場合、返還の債務が免除になります。 

■申請に必要な書類 

 ・岡山県保育士就職準備金借入申込書 ・申請者及び連帯保証人の住民票の写し  

 ・就職準備金の使途が確認できる書類（見積書又は領収書の写し等） 

・新たに保育所等に勤務すること及び勤務時間が確認できる書類（雇用契約書の写し等） 

・保育士としての直近の勤務経験等を確認できる書類（就職先に提出した履歴書の写し等） 

・保育士証の写し ・連帯保証人の所得・課税証明書 ・個人情報の取扱いに関する同意書 

■申請方法  

借入申込書等を岡山県社協ホームページから印刷して記入のうえ、必要書類を添えて下記申請先へ郵送または持参して

ください。ただし、保育所等への就職後に申請する場合には、原則として就職から 1か月以内に申請してください。な

お、郵送の場合は、紛失等を防ぐため可能な限り簡易書留等でお送りください。万一、郵便事故等による未着の場合は、

責任を負いかねますので、予めご了承ください。 

■就職準備金貸付のイメージ図 ※全ての手続きを表しているものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

― 制度の詳細については、岡山県社協ホームページをご確認ください ― 

 

■申請・お問い合わせ先   社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会 地域福祉部 生活福祉資金班    

〒700-0807 岡山市北区南方 2丁目 13-1 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館きらめきプラザ内 

TEL：086-226-3544   FAX:086-225-6602 

ホームページ：http：//www.fukushiokayama.or.jp/  ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ→「福祉のしごと」→「保育士就職準備金貸付制度」 
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本制度における「保育所等」の定義について 
１. 保育所 

２. 幼稚園のうち、預かり保育を常時実施している施設 

３. 幼稚園のうち、認定こども園への移行を予定している施設 

４．認定こども園 

５. 家庭的保育事業       ６. 小規模保育事業 

７. 居宅訪問型保育事業     ８. 事業所内保育事業 

９. 病児保育事業であって、知事に開始届出を行ったもの 

10. 一時預かり事業であって、知事に開始届出を行ったもの 

11. 離島その他の地域において特例保育を実施する施設 

12. 認可外保育施設のうち、地方公共団体における単独保育施策に

おいて保育を行っている施設 

13．企業主導型保育事業 

※詳細な定義については、ホームページをご確認ください。 

※6か月以内 


